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「内部統制システム構築の基本方針」の一部改訂に関するお知らせ 

 

当社は、平成 21年５月 15日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針を

一部改訂することを決議しましたので、下記のとおり改訂後の内容をお知らせいたします。 

 
記 

 
（変更箇所は下線にて表示しております） 

現   行 変 更 後 

１. 取締役及び使用人の職務の執行が法令
及び定款に適合することを確保するた
めの体制 

新たに役員倫理規程を設置して、必要に応

じ外部の専門家を起用し、取締役の法令及

び定款違反行為を未然に防止するものと

し、代表取締役を中心とした、取締役同士

の相互補完により、監視体制を強化するも

のとする。併せて内部統制委員会において、

コンプライアンス・マニュアルの整備、研

修の実施、内部通報制度の検証、その他コ

ンプライアンス全般に関する事項について

審議・決定・運営し、取締役会、監査役会

にその状況を報告する。 

１. 取締役及び使用人の職務の執行が法令
及び定款に適合することを確保するた
めの体制 

プレステージ・インターナショナルグルー

プの行動規範に基づき、コンプライアンス

規程を制定し、取締役の法令及び定款違反

行為を未然に防止するとともに、必要に応

じて外部の専門家に助言を求めるものとす

る。また代表取締役を中心とした取締役同

士の相互補完により、監視体制を強化する

ものとする。併せてリスク・コンプライア

ンス委員会を代表取締役の諮問機関とし、

リスクやコンプライアンス全般に関する事

項について、内部統制の構築を推進するも

のとする。 



現   行 変 更 後 

２. 取締役の職務の執行に係る情報の保存
及び管理に関する体制 

取締役の職務執行に係る情報については、

文章管理規程を改訂し、総務部を主管とし

て、適切に保存及び管理を行うものとする。 

２. 取締役の職務の執行に係る情報の保存
及び管理に関する体制 

取締役の職務執行に係る情報については、

文書取扱規程に基づき、総務部を主管とし

て、適切に保存及び管理を行うものとする。 

３. 損失の危険の管理に関する規程その他
の体制 

当社グループ全体のリスクを網羅的・統括

的に管理する機関として、リスク管理委員

会を新たに設置し、リスク管理の方針の決

定、リスク管理規程の整備、運用状況の検

証、危機発生時の対応、その他リスク管理

全般に関する事項について審議・決定・運

営し、取締役会、監査役会にその状況を報

告する。 

３. 損失の危険の管理に関する規程その他
の体制 

当社グループ全体のリスクを網羅的・統括

的に管理する機関として、代表取締役の諮

問機関であるリスク・コンプライアンス委

員会を設置し、同委員会においてリスク管

理の方針の決定、リスク管理規程の整備、

運用状況の検証、危機発生時の対応、その

他リスク管理全般に関する事項について整

備を行うものとする。 

４. 取締役の職務の執行が効率的に行われ
ることを確保するための体制 

取締役の職務執行における効率性の確保

は、各取締役が自己の分掌範囲について責

任を持って行うものとする。その運営状況

については、監査役及び監査役会が監査を

行うものとする。 

取締役は取締役会において、予め各々の業

務分掌範囲を定め、監査役及び監査役会に

対して、報告をするものとする。 

４. 取締役の職務の執行が効率的に行われ
ることを確保するための体制 

変化の激しい経営環境に対し機敏な対応を

図るため、執行役員制度を導入することに

より、経営の意思決定と業務執行機能を分

離し、それぞれの機能を高め、経営及び業

務執行のスピードアップを図る体制を構築

するものとする。 



現   行 変 更 後 

５. 株式会社並びにその親会社及び子会社
から成る企業集団における業務の適正
を確保するための体制 

新たに子会社（国内及び海外を含む。）を管

理する部門を設置するとともに、子会社管

理規程を策定し、子会社及び関係会社の運

営を管理、指導する。また、子会社の取締

役とは情報共有を保持し、適正な業務運営

がなされているかを確認、必要な場合には

是正を求めるものとする。 

当社及び子会社の監査役は互いに意思疎通

を図り、情報の交換に努めるものとする。 

５. 株式会社並びにその親会社及び子会社
から成る企業集団における業務の適正
を確保するための体制 

プレステージ・インターナショナルグルー

プの行動規範に基づき、グループ全体のコ

ンプライアンス体制の構築に努めるととも

に、グループ会社の内部統制の有効性並び

に妥当性を確保するため、関係会社管理規

程を制定し、子会社及び関係会社の運営を

管理、指導するものとする。また、内部監

査室は、グループ会社の業務の状況につい

て、定期的に監査を行うものとする。 

６. 監査役がその職務を補助すべき使用人
を置くことを求めた場合における当該
使用人に関する体制 

当社では、監査役及び監査役会がその職務

を補助する使用人を置くことを求めた場合

は、直ちに監査役及び監査役会を補助する

専任部署として監査役室を設置し、その構

成員を監査役及び監査役会を補助すべき使

用人とし、監査役及び監査役会が総務部と

協議の上選任した使用人を監査役室員とし

て監査役及び監査役会の業務を担当させる

こととする。 

６. 監査役がその職務を補助すべき使用人
を置くことを求めた場合における当該
使用人に関する体制 

当社では、監査役及び監査役会がその職務

を補助する使用人を置くことを求めた場合

は、直ちに監査役及び監査役会を補助する

専任部署として監査役室を設置し、その構

成員を監査役及び監査役会を補助すべき使

用人とし、監査役及び監査役会が総務部と

協議の上、選任した使用人を監査役室員と

して監査役及び監査役会の業務を担当させ

るものとする。 

７. 前項の使用人の取締役からの独立性に
関する体制 

監査役室員としての使用人の取締役からの

独立性を確保するため、当該使用人の人事

異動・評価等を行う場合には、総務部は予

め監査役及び監査役会に相談し、監査役及

び監査役会の意見を重視することとし、監

査役及び監査役会の指示に従い、必要に応

じて当社グループ内の監査を行う権限を与

えるものとする。 

７. 前項の使用人の取締役からの独立性に
関する体制 

 

 

 

変更なし 



現   行 変 更 後 

８. 取締役及び使用人が監査役に報告をす
るための体制及びその他監査役の監査
が実効的に行われることを確保するた
めの体制 

会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事

実、又はその事実を発見した場合、役職員

が法令もしくは定款に違反する行為をし、

又はこれらの行為をするおそれがあると考

えられるときは、直ちに監査役及び監査役

会に直接報告を行うものとする。 

また監査役監査規程を改訂し、監査役及び

監査役会に対する報告事項について実効的

且つ機動的な報告がなされるよう、社内体

制の整備を行い、監査役及び監査役会に対

しての報告体制を確立するものとする。 

８. 取締役及び使用人が監査役に報告をす
るための体制及びその他監査役の監査
が実効的に行われることを確保するた
めの体制 

会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事

実、又はその事実を発見した場合、役職員

が法令もしくは定款に違反する行為をし、

又はこれらの行為をするおそれがあると考

えられるときは、直ちに監査役及び監査役

会に直接報告を行うものとする。 

また監査役監査規程に基づき、監査役及び

監査役会に対する報告事項について実効的

且つ機動的な報告がなされるよう、社内体

制の整備を行い、監査役及び監査役会に対

しての報告体制を確立するものとする。 

 ９. 財務報告の信頼を確保するための体制 

（新設） 

財務報告の信頼性及び適正性を確保並びに

金融商品取引法に基づく適切な内部統制報

告書を提出するために必要な体制の整備及

び運用を行い、その有効性を定期的に評価

するとともに評価結果を取締役会に報告す

るものとする。 



現   行 変 更 後 
 １０. 反社会的勢力排除に向けた基本的な

考え方 

（新設） 

① 当社は、反社会的勢力に対して取引を含

む一切の関係を遮断することを基本方

針とし、これらの実効性を確保するため

「反社会的勢力に対するマニュアル」を

整備するとともに、弁護士や警察等外部

の専門機関と適宜連携しながら、反社会

的勢力による経営活動への関与や反社

会的勢力からの被害の防止するための

対応を行うものとする。 

② 反社会的勢力に関する部署を総務部と

し、情報の収集及び関係部署との情報の

共有を図り対処を行うものとする。ま

た、不当要求防止策責任者を設置し、平

素から所管警察署と良好な関係維持に

努め、反社会的勢力との関係遮断に取組

むものとする。 

 
 

以 上 


